
 

 

2019 年 12 月 19 日 

日 本 銀 行 

 

「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」の制定等について 

 

 

日本銀行は、令和元年１２月１８・１９日の政策委員会・金融政策決定

会合において、指数連動型上場投資信託受益権の買入れの一層の円滑化を

図る観点から、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせ

します。 

本件は、平成３１年４月２４・２５日の政策委員会・金融政策決定会合

で決定した強力な金融緩和の継続に資する諸措置のうち、ＥＴＦ貸付制度

の導入に関するものです。 

本件については、「（参考）ＥＴＦ貸付制度の導入について」も併せてご

参照ください。 

記 

 

１．「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」を別紙１の

とおり制定すること。 

 

２．１．の実施に関し、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第４３条第

１項ただし書きおよび同法第６１条の２の規定に基づき、別紙２および

別紙３のとおり財務大臣および金融庁長官に認可を申請すること。 

 

 

以  上 

 

＜本件照会先＞ 

企 画 局  矢野・引馬（03-3277-2877） 

 



別紙１ 

 

指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則 

 

１．趣旨 

指数連動型上場投資信託受益権の貸付け（以下「貸付け」という。）に

ついては、指数連動型上場投資信託受益権の買入れの一層の円滑化を図る

観点から、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」（平成２

５年４月４日付政委第４７号別紙３．。以下「基本要領」という。）およ

び「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するた

めの指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」（平成２８年３

月１５日付政委第２５号別紙１．）によるほか、この特則に定めるとおり

とする。 

２．貸付店 

本店（業務局）とする。 

３．貸付対象 

  本行が保有する指数連動型上場投資信託受益権のうち、本行が適当と認

める銘柄とする。 

４．貸付対象先 

（１）次のイ．およびロ．に該当する金融機関等（日本銀行法（平成９年

法律第８９号）第３７条第１項に規定する金融機関等をいう。）のう

ち、別に定めるところにより選定した先とする。 

イ．本行の当座預金取引の相手方であること 

ロ．自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が

十分であると認められること 

（２）貸付対象先は、原則として年１回の頻度で見直すこととする。 



（３）貸付けの円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付対

象先からの除外等の措置を講ずることができる。 

５．貸付方式 

  基本要領４．（１）に規定する受託者（以下「受託者」という。）が、

基本要領４．（１）に規定する信託財産（以下「信託財産」という。）か

ら貸し付ける方式とする。 

６．貸付期間 

  １年以内の期間とする。 

７．貸付利率 

  次のいずれかの方式による。 

（１）利率入札方式 

   貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式。 

（２）固定利率方式 

   指数連動型上場投資信託受益権の市場の情勢等を勘案して予め決定す

る方式。 

８．貸付日および貸付金額等 

  貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的な事

項については、指数連動型上場投資信託受益権の市場の情勢等を勘案して

貸付けのつど決定するものとする。 

９．担保 

 （１）貸付対象先から、予め、貸し付ける指数連動型上場投資信託受益権

の時価（市場実勢相場等を勘案して定める価格をいう。）に、本行が

貸付けにかかる権利の行使に要する期間における過去の時価の変動状

況に基づき別に定める掛目を乗じて得た金額に相当する担保金を、受

託者に信託財産として差し入れさせる。 



 （２）貸付対象先が差し入れた担保金に適用する利率には、「補完当座預

金制度基本要領」（平成２８年１月２９日付政委第９号別紙１．。以

下「補完当預要領」という。）４．（４）に規定する利率を用いる。 

 （３）貸し付けた指数連動型上場投資信託受益権の時価の値洗いを日々実

施し、担保金に過不足が生じた場合には、本行または貸付対象先から

の請求に基づき担保金の差入れを受け、または返還を行う。 

１０．受託者における担保金の取扱い 

 （１）受託者は、９．（１）に基づき貸付対象先から差入れを受けた担保

金を、本行の当座預金（当座勘定における預り金をいう。以下同じ。）

において管理するものとする。 

 （２）（１）により管理する担保金相当額については、受託者の補完当預

要領４．の適用利率の計算上、当座預金には含めないものとする。 

 

（附則） 

この特則は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」（平

成２２年１０月２８日付政委第９２号別紙９．の別紙および同別紙１０．

の別紙）の一部変更に関する日本銀行法（平成９年法律第８９号）第４３

条第１項ただし書きおよび同法第６１条の２の規定に基づく財務大臣およ

び金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた日以後

の総裁が別に定める日から実施する。 

  

 

 



別紙２ 

 
（財務大臣宛認可申請書） 

 
政第 号 

令和元年１２月  日 

 
財務大臣 麻生 太郎 殿 

 
日本銀行総裁  黒田 東彦 

 
 
指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱の一部変更に関する件 

 
 
強力な金融緩和の継続に資する措置として、指数連動型上場投資信託受益

権の買入れの一層の円滑化を図る観点から、平成２２年１０月２８日付財理

第４６４１号・金総第３９０７号認可に基づいて行う指数連動型上場投資信

託受益権等の買入れ等の要綱を別紙のとおり一部変更することと致したく、

政策委員会の議決を経て、日本銀行法第４３条第１項ただし書きの規定に基

づき、認可申請致します。 
 

以  上 
 



別 紙 

 

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」中一部変更 

 

○ ９．を１０．とし、６．から８．までを７．から９．までとし、５．の次

に次の６．を加える。 

 

６．買い入れた指数連動型上場投資信託受益権の貸付け 

  買い入れた指数連動型上場投資信託受益権の貸付けを行う際は、金銭を

担保として、信託銀行が信託財産から行うものとする。 

 



別紙３ 
 

（金融庁長官宛認可申請書） 
 

政第 号 

令和元年１２月  日 

 
金融庁長官 遠藤 俊英 殿 

 
日本銀行総裁  黒田 東彦 

 
 
指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱の一部変更に関する件 

 
 
強力な金融緩和の継続に資する措置として、指数連動型上場投資信託受益

権の買入れの一層の円滑化を図る観点から、平成２２年１０月２８日付財理

第４６４１号・金総第３９０７号認可に基づいて行う指数連動型上場投資信

託受益権等の買入れ等の要綱を別紙のとおり一部変更することと致したく、

政策委員会の議決を経て、日本銀行法第４３条第１項ただし書きおよび同法

第６１条の２の規定に基づき、認可申請致します。 
 
 

以  上 
 

 



別 紙 

 

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」中一部変更 

 

○ ９．を１０．とし、６．から８．までを７．から９．までとし、５．の次

に次の６．を加える。 

 

６．買い入れた指数連動型上場投資信託受益権の貸付け 

  買い入れた指数連動型上場投資信託受益権の貸付けを行う際は、金銭を

担保として、信託銀行が信託財産から行うものとする。 

 

 


